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受けさせっぱなしは NG！  健康診断有所見者へは「受診勧奨」を！ 

◆事業者にもメリットの多い「受診勧奨」 

 健康診断、「受けさせっぱなし」になってはいませんか？ 

「要再検査」「要精密検査」「要医療」など有所見と判定された労働者に対して、事業者は、「二

次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとと

もに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きか

けることが適当である」とされています（厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置

に関する指針」）。この受診勧奨をしなかったために企業が安全配慮義務違反に問われた事件もあり、

注意を要します。 

また、病気が重症化する前に医療機関を受診すれば、労働者の健康リスク

は低減されます。労働者に、健康に長い間働き続けてもらうことができれば、

企業の生産性向上、ひいては業績向上にもつながるでしょう。 

近時は個人情報保護やプライバシーの観点から受診勧奨を行わない企業も

多いようですが、ぜひ積極的に行いたいものです。 

◆受診勧奨の方法 

口頭で医療機関の受診を促すこともありますが、受診勧奨は、一般的には文書で行うことが多いよ

うです。受診勧奨文書の例がウェブサイト等で公開されていますので、参考にして作成するとよいで

しょう。 

◆勧奨しても受診しない労働者がいる場合の対応 

受診勧奨を行っても、労働者が受診しないということも考えられます。安全配慮義務の観点からは、

万一に備え、企業が義務履行のために最善を尽くしていたという証拠を残しておくことが大切です。

たとえば、企業がどのような受診勧奨を行ったのか、それに対し労働者がどのような理由で受診を拒

否したのか、記録しておくことなどが考えられるでしょう。 

 

         ☆☆☆☆☆ フォルテ労務より ☆☆☆☆☆         

今年の最低賃金は３１円引上げ！ 

 ８月１日中央最低賃金審議会は最低賃金の目安を全国平均９６１円に決定しました。前年からの上

げ幅は３１円。昨年も２８円の過去最大の引上げを行いましたが、今回はそれを上回る引上げとなり

ます。静岡県の最低賃金は９１３円→９４４円になる予定です。最終決定ではありませんが、ほぼ変

わらないと思われます。企業経営にとって非常に大きな課題になります。 

 

フォルテ労務  事務所も平成１３年（２２年目）に建て、増築を２回ほどして、現在に至っています。

緑豊かな環境（？）の中で、１０人で毎日ワークしています。今年の夏はとても暑く、事務所内もエ

アコンがフル稼働しています。皆様の企業により良いサポートができるようにこれからも頑張ります。 


